
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年８月８日

【四半期会計期間】 第101期第１四半期(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

【会社名】 株式会社ショーワ

【英訳名】 SHOWA CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　飯　山　和　人

【本店の所在の場所】 埼玉県行田市藤原町一丁目14番地１

【電話番号】 (048)554―1151(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部経理課主幹　　安　田　祐　二

【最寄りの連絡場所】 埼玉県行田市藤原町一丁目14番地１

【電話番号】 (048)554―1151(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部経理課主幹　　安　田　祐　二

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

EDINET提出書類

株式会社ショーワ(E02184)

四半期報告書

 1/25



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第101期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第100期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（百万円） 68,888 283,370

経常利益（百万円） 2,115 14,254

四半期（当期）純利益（百万円） 167 6,597

純資産額（百万円） 110,423 117,127

総資産額（百万円） 183,164 187,778

１株当たり純資産額（円） 1,264.09 1,330.96

１株当たり四半期（当期）純利益

（円）
2.20 86.84

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
― ―

自己資本比率（％） 52.4 53.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
701 15,739

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△5,287 △23,799

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,450 3,526

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
18,284 21,436

従業員数（人） 11,301 10,921

　(注)  １. 売上高には、消費税等は含まれていません。

　　　　２. 当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していま

せん。

　　　　３. 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、

 重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

　

　

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 11,301 (3,430)

　 (注) １. 従業員数は就業人員です。

２. 従業員数欄の(　)内数字は外数で、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員です。なお、臨時従

業員には、季節工、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含めています。

３. 臨時従業員数の増加は、主に、自動車用部品事業を営む海外連結子会社において生産要員が増加したことによ

るものです。

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 3,348 (1,476)

　 (注) １. 従業員数は就業人員です。

 ２. 従業員数欄の(　)内数字は外数で、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員です。なお、臨時従業員

には、季節工、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含めています。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

自動車用部品(百万円) 67,905

その他(百万円) 1,305

計(百万円) 69,211

　 (注) １. 金額は、販売価格によっています。

 ２. 上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(2) 受注状況

　当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
受注高

(百万円)
受注残高
(百万円)

自動車用部品 66,197 23,005

その他 1,418 531

計 67,616 23,537

　 (注)  上記の金額には、消費税等は含まれていません。

(3) 販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

自動車用部品(百万円) 67,614

その他(百万円) 1,274

計(百万円) 68,888

　 (注) １. 上記の金額には、消費税等は含まれていません。

 ２. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

金額
(百万円)

割合
(％)

本田技研工業㈱ 14,351 20.8
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

　

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したも

のです。

(１) 業績の状況

当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用関連会社)の当第１四半期連結会計期間の業績は、中国をはじめ

アジアを中心とした自動車需要の拡大と主要得意先の販売が好調に推移したことなどを背景として、売上高は、

688億８千８百万円となりました。利益については、為替換算や原材料価格の上昇の影響、増産や新型車対応のため

の費用がかさんだことなどによって、営業利益が23億３千７百万円、経常利益が21億１千５百万円、四半期純利益

が１億６千７百万円となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

①　自動車用部品

日本においては、拡販効果もあり四輪車用部品の販売が増加しました。北米においては、為替換算の減収影響

等を受け、欧州においては、得意先への納入車種の販売好調により四輪車用部品の販売が増加しました。東南ア

ジアにおいては、前年の市場の後退からの回復に牽引され、インドネシアでは二輪車用部品を中心として販売が

増加し、タイでは四輪、二輪車用部品ともに販売が増加しました。南米では、主に二輪車用部品の販売が増加しま

した。その他の地域(中国及びインド)は、市場の好調を背景として、中国では四輪車用部品の販売が増加しまし

た。

この結果、自動車用部品事業の売上高は、676億１千４百万円となり、営業利益は、22億８百万円となりました。

②　その他

その他については、ボート用部品の販売が増加しましたが、その他全体としては、販売が減少しました。

この結果、その他事業の売上高は、12億７千４百万円となり、営業利益は、１億２千８百万円となりました。

所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

①　日本

日本における自動車用部品については、拡販などによって四輪車用部品の販売が好調に推移し、また、その他

については、ボート用部品の販売が増加しましたが、原材料価格の上昇の影響、増産や新型車対応のための費用

がかさみました。

この結果、売上高は、347億８千３百万円となり、営業損失は、２億９千７百万円となりました。

②　北米

北米については、現地通貨における販売に大きな変化はないものの、為替換算等の減収影響を受けました。

この結果、売上高は、187億２千８百万円となり、営業損失は、２億５千６百万円となりました。

③　欧州

欧州においては、四輪車用部品の販売が好調に推移しました。

この結果、売上高は、59億３百万円となり、営業利益は、１億９千３百万円となりました。

④　東南アジア

東南アジアにおいては、前連結会計年度の市場の後退からの回復に牽引され、インドネシアの二輪車用部品を

中心に好調に推移し、また、タイの四輪車用部品及び二輪車用部品の販売が増加しました。

この結果、売上高は、85億７千８百万円となり、営業利益は、14億６千８百万円となりました。

⑤　南米

南米においては、ブラジルの二輪車用部品の販売が好調に推移しました。

この結果、売上高は、74億９百万円となり、営業利益は、８億２千５百万円となりました。

⑥　その他の地域

その他の地域においては、中国の四輪車用部品の販売が好調に推移しました。

この結果、売上高は、53億３千４百万円となり、営業利益は、２億１千４百万円となりました。

　　なお、当第１四半期連結会計期間より、「南米」について、重要性の観点から区分掲記しています。　
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(２) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、為替換算の影響などにより、1,831億６千４百万円となり、前連結会計

年度末に比べ46億１千３百万円減少しました。流動資産は、有価証券が減少したことや、たな卸資産などの増加は

ありましたが、現金及び預金、受取手形及び売掛金などが主として為替の換算影響により減少したことなどによ

り、前連結会計年度末に比べ58億１千６百万円減少しました。固定資産は、主に能力拡充などを中心とした設備投

資を実施しましたが、為替換算の影響などにより、固定資産全体としては、前連結会計年度末に比べ12億３百万円

の増加にとどまりました。負債は、主に設備投資資金として長期借入れを行ったことなどにより、前連結会計年度

末に比べ20億９千１百万円増加しました。純資産は、為替換算の影響に伴う為替換算調整勘定の減少や、少数株主

持分が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ67億４百万円減少しました。

(３) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会

計年度末に比べ、31億５千１百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末の資金の残高は、182億８千４百万円とな

りました。

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)　

営業活動により得られた資金は、７億１百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益、減価償

却費などがあったものの、たな卸資産の増加があったことなどによるものです。

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)　

投資活動により使用した資金は、52億８千７百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支

出などによるものです。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により得られた資金は、14億５千万円となりました。これは主に、配当金の支払などがあったものの、

長期借入れによる収入があったことなどによるものです。

　

(４) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題についての重要な変更並びに新たに

生じた課題はありません。

(５) 研究開発活動

当社グループ(当社及び連結子会社)の研究開発は、主として当社の開発部門において、自動車用部品を中心に推

進しています。当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は、17億４千７百万円となりました。

なお、当第１四半期連結会計期間においては、研究開発活動の重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した主要な設備の新設、除却等について重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。　

　なお、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設等のうち、当第１四半期連結会計期間に完了

したものは、次のとおりです。　

会社名
事業所名

所在地
事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容

投資
額
（百
万
円）

完了年月

当社

埼玉工場　

埼玉県

行田市

自動車用部品

その他

四輪車用部品

及びその他

生産設備

414 平成20年６月

当社

御殿場工場　

静岡県

御殿場市　
自動車用部品　

四輪車用部品

生産設備　
466 平成20年６月

当社

浅羽工場　

静岡県

袋井市　
自動車用部品　

四輪車用・

二輪車用部品

生産設備　

538 平成20年６月

アメリカン・ショーワ・インコー

ポレイテッド

サンベリー工場　

アメリカ

オハイオ州　
自動車用部品　

四輪車用・

二輪車用部品

生産設備　　

150 平成20年３月

アメリカン・ショーワ・インコー

ポレイテッド

ブランチェスター工場　　

アメリカ

オハイオ州　
自動車用部品　

四輪車用部品

生産設備　
476 平成20年３月

ショーワ・ド・ブラジル

リミターダ　

ブラジル

マナウス　
自動車用部品　

二輪車用部品

生産設備　
530 平成20年３月

ショーワ・カナダ

インコーポレイテッド

カナダ

オンタリオ州
自動車用部品　

四輪車用部品

生産設備　
11 平成20年３月

ショーワ・オートパーツ

(タイランド)カンパニー

リミテッド　

タイ

チョンブリ　
自動車用部品　

四輪車用部品

生産設備　
75 平成20年３月

　（注） 上記の金額には、消費税等は含まれていません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 180,000,000

計 180,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期
間末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 76,020,019 76,020,019
東京証券取引所

市場第一部
―

計 76,020,019 76,020,019 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。　

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成20年４月１日～

平成20年６月30日　
― 76,020,019 ― 12,698 ― 13,455

（５）【大株主の状況】

当社は、当第１四半期会計期間において、アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社から平成20年

５月20日を提出日とする大量保有報告書等の写しの送付を受けましたが、株主名簿の記載内容を確認すること

ができないので、当該株式会社の実質所有状況を確認して記載することができません。なお、大量保有報告書等

の記載内容の概要は、次の表に掲げるとおりです。

氏名又は名称 住所 所有株式数(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
　の割合（％）

アクサ・ローゼンバーグ証券投信

投資顧問株式会社　
東京都港区白金１-17-３　 3,806,900 5.01

　計 ―　 3,806,900 5.01
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成20年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしています。　

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―　

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）

普通株式

50,600

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

75,945,000
759,450 ―

単元未満株式
普通株式

24,419
― ―

発行済株式総数 76,020,019 ― ―

総株主の議決権 ― 759,450 ―

　

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数の
合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

 (自己保有株式)

株式会社ショーワ

埼玉県行田市藤原町

１－14－１
50,600 ― 50,600 0.07

計 ― 50,600 ― 50,600 0.07

　　 (注)　当第１四半期会計期間末の自己株式数は、50,926株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.07％)です。　

　

　

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高(円) 898 855 898

最低(円) 751 761 746

　（注）　株価は、東京証券取引所市場第一部の市場相場によっています。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第

64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

(平成20年８月７日内閣府令第50号)附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に

基づいて作成しています。

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けていま

す。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から名

称を変更しています。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,456 19,272

受取手形及び売掛金 43,806 45,316

有価証券 4,400 7,600

商品及び製品 3,517 3,500

仕掛品 4,775 4,106

原材料及び貯蔵品 17,702 17,364

その他 7,282 7,610

貸倒引当金 △99 △111

流動資産合計 98,841 104,658

固定資産

有形固定資産

機械装置及び運搬具（純額） 35,557 36,515

その他（純額） 32,681 32,095

有形固定資産合計 ※1
 68,239

※1
 68,610

無形固定資産 995 1,350

投資その他の資産

投資有価証券 12,734 11,255

その他 2,366 1,914

貸倒引当金 △12 △12

投資その他の資産合計 15,088 13,158

固定資産合計 84,323 83,120

資産合計 183,164 187,778

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 33,493 34,160

短期借入金 9,602 10,339

未払金及び未払費用 14,344 13,249

製品保証引当金 1,161 1,239

賞与引当金 1,188 2,735

役員賞与引当金 20 76

その他 4,134 3,292

流動負債合計 63,946 65,092

固定負債

長期借入金 2,381 －

製品保証引当金 775 750

退職給付引当金 3,447 3,391

役員退職慰労引当金 289 343

その他 1,901 1,072
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

固定負債合計 8,795 5,558

負債合計 72,741 70,650

純資産の部

株主資本

資本金 12,698 12,698

資本剰余金 13,455 13,558

利益剰余金 70,396 70,784

自己株式 △52 △51

株主資本合計 96,498 96,989

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,116 4,069

繰延ヘッジ損益 △3 14

為替換算調整勘定 △5,579 38

評価・換算差額等合計 △467 4,122

少数株主持分 14,391 16,015

純資産合計 110,423 117,127

負債純資産合計 183,164 187,778
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 68,888

売上原価 60,009

売上総利益 8,879

販売費及び一般管理費 ※1
 6,541

営業利益 2,337

営業外収益

受取利息 204

受取配当金 95

その他 113

営業外収益合計 413

営業外費用

支払利息 103

為替差損 524

その他 6

営業外費用合計 635

経常利益 2,115

特別利益

固定資産売却益 4

特別利益合計 4

特別損失

たな卸資産評価損 64

固定資産売却損 14

固定資産廃棄損 63

減損損失 13

製品保証引当金繰入額 54

特別損失合計 210

税金等調整前四半期純利益 1,909

法人税等 ※2
 855

少数株主利益 886

四半期純利益 167
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,909

減価償却費 2,306

減損損失 13

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

製品保証引当金の増減額（△は減少） 21

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △56

退職給付引当金の増減額（△は減少） 79

受取利息及び受取配当金 △299

支払利息 103

為替差損益（△は益） 59

持分法による投資損益（△は益） △60

有形固定資産除売却損益（△は益） 74

売上債権の増減額（△は増加） △735

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,432

仕入債務の増減額（△は減少） 725

その他 589

小計 1,297

利息及び配当金の受取額 359

利息の支払額 △94

法人税等の支払額 △860

営業活動によるキャッシュ・フロー 701

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △200

定期預金の払戻による収入 1,430

有形固定資産の取得による支出 △6,529

有形固定資産の売却による収入 25

投資有価証券の取得による支出 △0

その他 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 11

長期借入れによる収入 2,504

配当金の支払額 △1,064

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,450

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,151

現金及び現金同等物の期首残高 21,436

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 18,284
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
  (自　平成20年４月１日
 至　平成20年６月30日) 

会計処理基準に関する事項の

変更

(１) 重要な資産の評価基準及び評価方法の

変更　

　　たな卸資産

　　　当社及び国内連結子会社は、通常の販

売目的で保有するたな卸資産につい

ては、従来、主として総平均法による

原価法によって評価していました

が、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準第９号　平成18年

７月５日)が適用されたことに伴い、

主として総平均法による原価法(貸借

対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法)により評

価しています。

　これにより、営業利益及び経常利益

はそれぞれ６百万円、税金等調整前

四半期純利益は70百万円減少してい

ます。

　なお、セグメント情報に与える影響

は軽微です。

(２) 「連結財務諸表作成における在外子　

会社の会計処理に関する当面の取扱

い」の適用　

     　当第１四半期連結会計期間より、

「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱

い」(実務対応報告第18号　平成18年

５月17日)を適用し、連結決算上必要

な修正を行っています。

　これによる、営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微です。
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当第１四半期連結会計期間
  (自　平成20年４月１日
 至　平成20年６月30日) 

　 (３) リース取引に関する会計基準の適用　

　　 当社及び国内連結子会社は、所有権移

転外ファイナンス・リース取引につい

ては、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっていましたが、

「リース取引に関する会計基準」(企業

会計基準第13号(平成５年６月17日(企

業会計審議会第一部会)、平成19年３月

30日改正))及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第16号(平成６年１月18日(日本

公認会計士協会　会計制度委員会)、平成

19年３月30日改正))が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四

半期連結財務諸表から適用することが

できることになったことに伴い、当第

１四半期連結会計期間からこれらの会

計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっています。

　また、所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しています。

　なお、リース取引開始日が、リース会

計基準等適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっていま

す。

　これによる、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影

響は軽微です。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１　棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の

算出に関して、一部の連結子会社では実地

棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算出

する方法によっています。

　また、当社及び国内連結子会社は、棚卸資

産の簿価切下げについては、収益性の低下

が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によって

います。

２　法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法

　当社は法人税等の算定に当たり、加減算項

目や税額控除項目は重要なものに限定して

います。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関し

て、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化が

ないと認められる場合に、前連結会計年度

末において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法により

算定しています。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

税金費用の計算　 　一部の連結子会社では、当第１四半期連

結会計期間を含む連結会計年度の税引前

当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しています。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額  　103,892百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　107,529百万円

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりです。

　  　荷造運賃　　　　　　　　　　　1,385百万円

　　　研究開発費　　　　　　　　　　1,747

※２　法人税等調整額は法人税等に含めて表示しています。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
  (自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係　

(平成20年６月30日現在)

 百万円　

現金及び預金勘定 17,456

預入期間が３か月を超える定期預金 △3,316

有価証券　 4,400

短期借入金(当座借越)　 △255

現金及び現金同等物 18,284
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成

20年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　76,020,019株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　    50,926株

　

３．配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月20日

定時株主総会
普通株式 1,063 14.00 平成20年３月31日 平成20年６月23日  利益剰余金

４．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
自動車用
部品(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社(百万円)

連結
(百万円)

売上高      

(1) 外部顧客に
対する売上高

67,614 1,274 68,888 ― 68,888

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― (―)　 ―

計 67,614 1,274 68,888 (―)　 68,888

営業利益（又は営業損失） 2,208 128 2,337 (―)　 2,337

　(注)  １．事業区分の方法

製品の販売先の使用目的に応じて、自動車用部品・その他(ボート用部品・産業用機器・事務機器用部品・製

造機械設備等)にセグメンテーションしています。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

自動車用部品

四輪・二輪車用ショックアブソーバ、パワーステアリング、プロペラシャ

フト、ガススプリング、オートマチックトランスミッション部品、デファレ

ンシャルギヤ、その他四輪・二輪車用駆動系部品

その他

ボート用部品 船外機用パワーチルトトリム、シリンダ、ポンプアンドモータ

産業用機器 各種油圧シリンダ

事務機器用部品 ガススプリング

製造機械設備等 製造機械設備
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　
日本

(百万円)
北米

(百万円)
欧州

(百万円)

東南
アジア

(百万円)

南米
(百万円)

その他
の地域

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高          

(1) 外部顧客に
対する売上高

24,528 18,269 5,875 8,294 7,409 4,511 68,888 ― 68,888

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

10,255 459 28 283 ― 823 11,849 △11,849 ―

計 34,783 18,728 5,903 8,578 7,409 5,334 80,738 △11,849 68,888

営業利益(又は営業損失) △297 △256 193 1,468 825 214 2,147 189　 2,337

(注) １．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

  (１) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

  (２) 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　 当第１四半期連結累計期間

北米 アメリカ、カナダ

欧州 スペイン、イギリス

東南アジア インドネシア、タイ

南米 ブラジル

その他の地域 中国、インド

２. 当第１四半期連結累計期間より、「南米」について、重要性の観点から区分掲記しています。
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【海外売上高】

  当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　 北米 欧州 東南アジア 南米
その他の
地域

計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 17,906 5,506 8,376 7,784 5,590 45,164

Ⅱ　連結売上高(百万円)      68,888

Ⅲ　連結売上高に占める

    海外売上高の割合(％)
26.0 8.0 12.2 11.3 8.1 65.6

(注) １．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1) 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。

(2) 各区分に属する主な国又は地域

　 当第１四半期連結累計期間

北米 アメリカ、カナダ

欧州 スペイン、イギリス

東南アジア インドネシア、タイ

南米 ブラジル

その他の地域 中国、その他アジア

 ３. 当第１四半期連結累計期間より、「南米」について、重要性の観点から区分掲記しています。　

　

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

　

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)

　対象物の種類が通貨及び金利であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前

連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

対象物の種類 取引の種類 契約額等(百万円) 時価(百万円) 評価損益(百万円)

通貨 為替予約取引 2,781 2,944 △163

　(注)　１．時価の算定方法　取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。　

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については、記載対象から除外しています。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,264円09　銭 １株当たり純資産額 1,330円96　銭

(注)　算定上の基礎　

１株当たり純資産額　

　項目
当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)
前連結会計年度末

(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 110,423 117,127

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 14,391 16,015

 (うち少数株主持分) (14,391) (16,015)

普通株式に係る四半期連結会計期間(連結会計年度)

末の純資産額(百万円)
96,031 101,112

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期連結

会計期間(連結会計年度)末の普通株式数(千株)
75,969 75,969

２．１株当たり四半期純利益等

当第１四半期連結累計期間
  (自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純利益 ２円20銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していません。

(注)　算定上の基礎

１株当たり四半期純利益　

　項目
当第１四半期連結累計期間
  (自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

四半期純利益(百万円) 167

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 167

普通株式の期中平均株式数(千株) 75,969

（重要な後発事象）

　　　  該当事項はありません。

　

      （リース取引関係）

　      該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。

　

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社ショーワ(E02184)

四半期報告書

23/25



第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ショーワ(E02184)

四半期報告書

24/25



 
独立監査人の四半期レビュー報告書

　
 

平成20年８月８日

株式会社ショーワ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 矢定　俊博　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 五木田　明　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 松岡　寿史　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ショーワ

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ショーワ及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　以　上

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※１.　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提
出会社)が四半期連結財務諸表に添付する形で別途保管しています。　

※２.　四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。　
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